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太田市景観ボランティア等制度実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市民と行政が協働して良好な景観の保持及び向上を図るため、ボ

ランティアによる違反簡易広告物の除却並びに違反広告物又は景観阻害物件の監視

及び通報に関する制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 ⑴ 違反広告物 太田市屋外広告物条例（平成２２年太田市条例第２４号。以下「条

例」という。）の規定に違反して、表示し、又は掲出された広告物等をいう。 

 ⑵ 違反簡易広告物 違反広告物のうち、屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号。

以下「法」という。）第７条第４項のはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等をい

う。 

 ⑶ 景観阻害物件 市の良好な景観を阻害する物件をいう。 

 ⑷ 違反広告物等の通報等 違反広告物又は景観阻害物件を監視し、又は市に通報す

ることをいう。 

 （ボランティアの任命等） 

第３条 市長は、市が実施する違反簡易広告物の除却及び違反広告物等の通報等に関す

る講習を修了した者であって、市内に在住し、在勤し、又は在学する２０歳以上のも

のを太田市景観ボランティア（以下「ボランティア」という。）として任命すること

ができる。 

２ 市長は、ボランティアを任命したときは、太田市屋外広告物条例施行規則（平成２

２年太田市規則第９３号。以下「規則」という。）第１９条第２項の身分証明書（以

下「身分証明書」という。）及び景観ボランティア腕章（様式第２号。以下「ボラン

ティア腕章」という。）を交付するものとする。 

３ 市長は、法第７条第４項の規定に基づき、違反簡易広告物の除却に関する事務をボ

ランティアに委任する。 

４ ボランティアは、前項の規定による委任を受けた事務及び違反広告物等の通報等を

行うものとする。 

５ ボランティアの任期は、３年とする。 

６ ボランティアは、再任されることができる。 

７ ボランティアは、任命された日から３０日以内に、次に掲げる書類を市長に提出し

なければならない。この場合において、ボランティアが第７条の太田市景観ボランテ

ィア活動団体の構成員であるときは、第８条の太田市景観ボランティア活動団体の申

請書類をもって、当該書類に代えることができる。 
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 ⑴ ボランティア活動計画書（様式第１号） 

 ⑵ 活動地域を示した図面 

 ⑶ 除却した違反簡易広告物の一時保管場所を示した図面 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

 （報酬等） 

第４条 ボランティアには、報酬を支給しない。 

２ 市長は、予算の範囲内で、違反簡易広告物の除却及び違反広告物等の通報等に要す

る用具の貸与並びにボランティア活動中の事故に係る傷害等を担保する保険の加入

及びその費用の負担を行うものとする。 

 （ボランティアの遵守事項等） 

第５条 ボランティアは、活動するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 ⑴ 活動範囲は、ボランティア活動計画書の範囲内に限ること。 

  ⑵ 活動する前に、除却活動事前連絡書（様式第３号）を市長に提出すること。 

 ⑶ 違反簡易広告物の除却を行うときは、他のボランティア又は第７条第１項の太田

市景観ボランティア活動団体の構成員と同行し、行うこと。 

 ⑷ 身分証明書を携帯し、ボランティア腕章を着用すること。 

 ⑸ 法、条例、規則及びこの要綱を遵守し、市長の指示に従うこと。 

２ ボランティアは、違反簡易広告物の除却又は違反広告物等の通報等を行ったときは、

活動実績報告書（様式第４号）により、実施結果を速やかに市長に報告しなければな

らない。この場合において、２人以上のボランティアで行ったときは、代表者１人の

報告をもって、他の者の報告を省略することができる。 

３ ボランティアが第７条第１項の太田市景観ボランティア活動団体の構成員である

ときは、第１２条第２項の当該団体の活動実績報告書をもって、前項の規定による報

告に代えることができる。 

４ ボランティアは、除却した違反簡易広告物を市長に引き継ぐまでは、一時保管しな

ければならない。 

 （任命の取消し） 

第６条 市長は、ボランティアが次の各号のいずれかに該当するときは、その任命を取

り消すことができる。 

 ⑴ ボランティアから辞任したい旨の申出があったとき。 

 ⑵ ボランティアとして、ふさわしくないと認められる行為があったとき。 

２ ボランティアは、前項の規定によりその任命を取り消されたときは、身分証明書及

びボランティア腕章を市長に返却しなければならない。 

 （活動団体の認定等） 

第７条 市長は、違反簡易広告物の除却又は違反広告物等の通報等を自主的に行うこと

を申し出た団体（ボランティア１人以上を構成員とし、３人以上で構成されているも
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のに限る。以下同じ。）を太田市景観ボランティア活動団体（以下「活動団体」とい

う。）として認定することができる。 

２ 市長は、法第７条第４項の規定に基づき、違反簡易広告物の除却に関する事務を活

動団体に委任する。 

３ 活動団体は、前項の規定による委任を受けた事務及び違反広告物等の通報等を行う

ものとする。 

 （活動団体の申請） 

第８条 前条第１項の規定による認定を受けようとする団体は、景観ボランティア活動

団体認定申請書（新規・更新）（様式第５号。以下「申請書」という。）に次に掲げる

書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 活動員名簿（様式第６号） 

 ⑵ 活動計画書（様式第７号） 

 ⑶ 活動地域を示した図面 

 ⑷ 除却した違反簡易広告物の一時保管場所を示した図面 

 ⑸ 前各号に掲げるものほか市長が必要と認める書類 

 （認定書等の交付等） 

第９条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、活動団体

として適当と認めたときは、当該団体の代表者に景観ボランティア活動団体認定書

（新規・更新）（様式第８号。以下「認定書」という。）及び景観ボランティア活動団

体腕章（様式第９号。以下「団体腕章」という。）を交付するものとする。 

２ 活動団体の認定期間は、３年とする。ただし、市長が適当と認めるときは、認定期

間を更新することができる。 

３ 活動団体が認定の更新をしようとするときは、認定期間が満了する日までに、市長

に対し、前条の規定による申請を行なわなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定による認定の更新について準用する。 

 （変更届等） 

第１０条 活動団体が申請書及びその添付書類の内容を変更しようとするときは、市長

に活動団体変更届（様式第１０号）を提出しなければならない。 

２ 活動団体が解散又は活動を中止するときは、市長に活動団体解散・活動中止届（様

式第１１号）を提出し、認定書及び団体腕章を市長に返却しなければならない。 

 （認定の取消し） 

第１１条 市長は、活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、活動団体として

の認定を取り消すことができる。 

 ⑴ 活動員にボランティアがいなくなったとき。 

 ⑵ 活動員が３人未満になったとき。 

 ⑶ 活動団体としてふさわしくないと認める行為があったとき又は活動団体として
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適当でなくなったと認めるとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか市長が認定を取り消すことが適当と認めるとき。 

 （活動団体の遵守事項等） 

第１２条 活動団体が活動するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 ⑴ 活動範囲は、活動計画書の範囲内に限ること。 

 ⑵ 活動する前に、除却活動事前連絡書を市長に提出すること。 

 ⑶ 活動は、ボランティアを含む２人以上で行うこと。 

 ⑷ ボランティアは、身分証明書を携帯し、ボランティア腕章を着用すること。 

 ⑸ ボランティア以外の活動員は、団体腕章を着用すること。 

 ⑹ 法、条例、規則及びこの要綱を遵守し、市長の指示に従うこと。 

２ 活動団体の代表者は、違反簡易広告物の除却又は違反広告物等の通報等を行ったと

きは、活動実績報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。 

３ 活動団体の代表者は、除却した違反簡易広告物を市長に引き継ぐまでは、一時保管

しなければならない。 

 （通報の記載） 

第１３条 市長は、ボランティア及び活動団体から違反広告物等の通報があったときは、

その内容を違反広告物等通報台帳（様式第１２号）に記載し、保管するものとする。 

 （その他） 

第１４条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年１月１日から施行する。 

 


